
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＴＥＬ ５８４－３０７７ 
FAX ５８４－３４６６  ＴＥＬ・FAX ５８２－３７８５  

http://komaki.jcp-web.net/  

守
山
２
丁
目
地
先
の
こ
の
場
所
は
、
昨
年
宅
地
造
成
さ
れ
た
と
こ

ろ
。
新
し
く
道
路
が
整
備
さ
れ
た
も
の
の
、
道
路
側
溝
の
蓋
が
薄
い

鉄
板
で
あ
る
た
め
に
、
車
が
通
る
度
に
、
跳
ね
あ
が
っ
て
、
写
真
の

よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
危
険
な
の
で
、
改
善
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
せ
た
が
や
自
治
政
策
研
究

所
」
は
平
成
１９
年
に
設
置
、
大

学
教
授
（
非
常
勤
）
を
所
長
に

副
所
長
（
担
当
課
長
）
研
究
員

（
区
職
員
５
人
・
特
別
研
究

員
）
の
計
８
人
で
構
成
、
予
算

規
模
は
１
５
０
０
万
円
余
り

で
す
。
「
地
域
活
動
を
基
盤
に

し
た
協
働
社
会
の
あ
り
方
」

「
世
田
谷
の
地
域
特
性
の
析

出
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
掲
げ

て
調
査･

研
究
、
政
策
立
案
を

支
援
し
て
い
ま
す
。 

 

新
潟
県
「
上
越
創
造
行
政
研

究
所
」
は
、
平
成
１２
年
に
市
長

発
案
で
設
立
。
所
長
は
大
学
教

授
（
非
常
勤
）
職
員
は
４
人
、

予
算
は
５
６
０
万
円
で
す
。
平

成
２０
年
度
は
「
直
江
津
港
を
い

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
「
持
続

可
能
な
都
市
構
造
の
構
築
」
な

ど
の
テ
ー
マ
。
コ
ン
サ
ル
に
頼

り
が
ち
な
事
業
計
画
の
作
成

を
、
こ
の
研
究
所
が
中
心
と
な

り
進
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
職

員
自
身
に
、
こ
の
市
の
将
来
を

見
据
え
た
視
点
が
培
わ
れ
た
、

と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

地
方
分
権
の
時
代
と
い
わ

れ
る
中
で
、
流
行
の
よ
う
に

「
自
治
体
シ
ン
ク
タ
ン
ク
」
が

も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

果
た
し
て
必
要
な
の
で
し
ょ

う
か
。
「
住
民
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
」
（
地
方
自
治
法
第
１

条
の
２
）
と
い
う
自
治
体
本
来

の
役
割
を
は
た
す
た
め
に
、
自

治
体
職
員
と
し
て
、
ど
う
い
う

役
割
を
果
た
す
の
か
が
問
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

大
事
な
こ
と
は
、
「
市
民
全
体

へ
の
奉
仕
者
と
し
て
、
公
正
で

効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
」
と
い
う
自
覚
と

「
住
民
の
目
線
に
た
っ
て
い

か
に
住
民
に
喜
ば
れ
る
仕
事

を
す
る
か
」
と
い
う
意
欲
の
も

て
る
職
場
環
境
を
、
ど
う
作
る

の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
同
時
に
、
「
分
権
」
と

い
い
な
が
ら
国
が
自
治
体
に

法
的
に
強
制
力
を
も
つ
仕
組

み
を
や
め
て
、
自
治
体
が
自
主

的
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に

地
方
自
治
法
を
改
め
る
こ
と

も
重
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

小
牧
議
員
は
１０
日
か
ら
１２
日
ま
で
、
総
務
常
任
委
員
会
の
県
外

視
察
研
修
に
参
加
し
ま
し
た
（
前
号
既
報
）
。
３
日
間
の
研
修
の
う

ち
の
２
日
間
は
、
行
政
の
政
策
形
成
の
専
門
的
役
割
を
担
う
「
シ

ン
ク
タ
ン
ク
」
を
設
置
し
て
い
る
、
東
京
都
世
田
谷
区
と
新
潟
県

上
越
市
を
訪
れ
ま
し
た
。
小
牧
議
員
の
研
修
レ
ポ
ー
ト
で
す
。 

６月議会は、４日開会、23
日までの会期で行われます。

主な日程は、以下の通り。要

望･ご意見をお寄せくださ

い。 
 

２８日 議会運営委員会 

３１日 環境対策特委会 

１日 総合計画策定特委会 

２日 議会基本条例策定  

     特別委員会 

 

4 日 本会議 

（開会 議案提案） 

議案熟読期間 

9 日 質問締め切り 

15 日 一般質問 

16 日 一般質問 

17 日 総務常任委員会 

18 日 文教福祉常任委員会 

21 日 環境生活都市経済 

常任委員会 

23 日 本会議 

（討論･採決） 

写真手前は、もともと空き地でした。宅地造成により「道路」となり、車の通行が可能となったものの、旧市道との間にある側

溝には、蓋がありませんでした。『危ないので何とかして…』という市民の声に現地を確認し、すぐに市に改善を求めると薄い鉄

板がおかれたものの、車の重みで鉄板はそりあがり、危険な状態。市は「溝は開発者が対応するもの…」というのですが、市の責

任はないのでしょうか。現在、蓋が裏返しておかれていますが、夜間の通行はもちろん昼間でも危ない状態は解消されていません。


